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第３回軽米町議会定例会 

 

令和 元年 ９月 ２日（月）  

午前１０時００分   開 会  

 

議 事 日 程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名  

 日程第 ２ 会期の決定  

 日程第 ３ 同意案第１号  教育長の任命に関し同意を求めることについて  

 日程第 ４ 同意案第２号  教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて  

 日程第 ５ 議案第 １号 軽米町印鑑条例の一部を改正する条例  

 日程第 ６ 議案第 ２号 復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する  

              条例の一部を改正する条例 

 日程第 ７ 議案第 ３号 へき地保育所設置条例の一部を改正する条例  

 日程第 ８ 議案第 ４号 軽米町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例  

              の一部を改正する条例  

 日程第 ９ 議案第 ５号 軽米町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例  

 日程第１０  議案第 ６号 軽米町水道事業給水条例の一部を改正する条例  

 日程第１１  議案第 ７号 平成３０年度軽米町一般会計歳入歳出決算の認定について  

 日程第１２  議案第 ８号 平成３０年度軽米町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の  

              認定について  

 日程第１３  議案第 ９号 平成３０年度軽米町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認  

              定について  

 日程第１４  議案第１０号 平成３０年度軽米町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定  

              について  

 日程第１５  議案第１１号 平成３０年度軽米町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算  

              の認定について 

 日程第１６  議案第１２号  平成３０年度軽米町水道事業会計決算の認定及び利益の処  

              分について  

 日程第１７  議案第１３号  令和元年度軽米町一般会計補正予算（第３号）  

 日程第１８  議案第１４号  令和元年度軽米町介護保険特別会計補正予算（第２号）  
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〇出席議員（１２名）  

   １番 上 山   誠 君       ２番 西 舘 徳 松 君 

   ３番 江刺家 静 子 君       ４番 中 村 正 志 君 

   ５番 田 村 せ つ 君       ６番 舘 坂 久 人 君 

   ７番 大 村   税 君       ８番 本 田 秀 一 君 

   ９番 細谷地 多 門 君      １０番 山 本 幸 男 君 

  １１番 茶 屋   隆 君      １２番 松 浦 満 雄 君 

 

〇欠席議員（なし）  

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名  

      町            長      山 本 賢 一 君 

      総 務 課 総 括 課 長      吉 岡   靖 君 

      会計管理者兼税務会計課総括課長      小笠原   亨 君 

      町 民 生 活 課 総 括 課 長      川 島 康 夫 君 

      健 康 福 祉 課 総 括 課 長      坂 下 浩 志 君 

      産 業 振 興 課 総 括 課 長      小 林   浩 君 

      地 域 整 備 課 総 括 課 長      戸田沢 光 彦 君 

      再生可能エネルギー推進室長      福 田 浩 司 君 

      水 道 事 業 所 長      戸田沢 光 彦 君 

      教 育 委 員 会 教 育 長      菅 波 俊 美 君 

      教 育 委 員 会 事 務 局 総 括 次 長      堀 米 豊 樹 君 

      選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長      吉 岡   靖 君 

      農 業 委 員 会 会 長      山 田 一 夫 君 

      農 業 委 員 会 事 務 局 長      小 林   浩 君 

      監    査    委    員      竹 下 光 雄 君 

      監 査 委 員 事 務 局 長      小 林 千鶴子 君 

 

〇職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  

      議 会 事 務 局 長      小 林 千鶴子 君 

      議 会 事 務 局 主 任      川 島 幸 徳 君 

      議 会 事 務 局 主 事 補      小野家 佳 祐 君 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎開会及び開議の宣告  

〇議長（松浦満雄君）  おはようございます。 

    それでは、ただいまから第３回軽米町議会定例会を開会します。  

    ただいまの出席議員は定足数に達しておりますので、会議は成立しました。  

    これから本日の会議を開きます。  

（午前１０時００分）  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎諸般の報告  

〇議長（松浦満雄君）  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりでありま

す。 

    日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  

    本日付で町長から同意案２件、議案１４件及び各課の事務報告書の提出がありま

した。 

    同じく町長から８月２３日付で地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条

第１項の規定に基づく平成３０年度軽米町健全化判断比率並びに同法第２２条第

１項の規定に基づく平成３０年度軽米町資金不足比率についての報告がありまし

た。 

    次に、本定例会に提出された一般質問通告は、中村正志君、西舘徳松君、上山誠

君、江刺家静子君、山本幸男君、大村税君、茶屋隆君、細谷地多門君の８名であ

ります。いずれも印刷配布してございますので、朗読は省略いたします。  

    監査委員から、令和元年５月分から７月分までに関する現金出納検査結果の報告

があり、その写しをお手元に配布してございます。  

    また、教育委員会から８月２３日付で地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２６条の規定に基づく軽米町教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価報告書の提出がありました。  

    閉会中の議会の出来事につきましては、議会事務局日誌として写しをお手元に配

布してございますので、ご了承願います。  

    本定例会の会期については、８月２６日午後２時から議会運営委員会が開かれ、

その結果、会期は本日より９月１３日までの１２日間とし、同意案２件について

は本日、本会議場において審議、採決することとし、議案第１号から議案第１４

号までの議案１４件については特別委員会を設置し、これに付託して審査するこ

とで協議が調った旨、議会運営委員長から報告がありました。  

    次に、管外から郵送により陳情書１件の提出がありましたので、資料としてお手

元に配布してございます。  
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    また、本日までに受理した請願書は、お手元に配布した請願書のとおり所管の常

任委員会に付託しましたので、報告いたします。  

    本定例会の日程及び議案の付託区分表は、お手元に印刷配布してございますので、

朗読を省略いたします。 

    これで諸般の報告を終わります。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎政務報告  

〇議長（松浦満雄君）  町長から政務報告の申し出がありました。これを許します。  

    町長、山本賢一君。  

             〔町長 山本賢一君登壇〕 

〇町長（山本賢一君）  本日ここに、令和元年９月定例町議会が開催されるに当たり、主

な政務についてご報告を申し上げます。  

    初めに、再生可能エネルギーの取り組みについて申し上げます。平成２８年から

工事に着手しておりました山内地区のメガソーラー施設「軽米西ソーラー」につ

きましては、本年７月１日から売電を開始しており、お盆明けの８月２３日に工

事の完了に伴う竣工式が行われたところでございます。同じく山内地区の「軽米

東ソーラー」と米田地区の「軽米・尊坊太陽光発電所」につきましても工事が順

調に進捗しております。 

    高家地区のメガソーラー施設につきましては、岩手県より林地開発に係る設備整

備計画の同意をいただき、８月下旬に発電事業所に対する設備整備計画の認定を

行っており、現在本格着工に向けた各種準備が進められているところであります。  

    折爪岳北エリアの風力発電につきましても、本年６月に林地開発許可を受け、令

和２年１１月の売電開始を目指して工事が進められています。  

    また、民田山地区への大規模養鶏団地の誘致につきましては、施設用地の取得が

完了し、林地開発許可申請にかかわる現地測量調査の準備が進められているとこ

ろであります。  

    火葬場整備事業について申し上げます。火葬場整備事業につきましては、６月２

４日には造成工事が完了し、建物の建築工事と電気設備、機械設備工事に着手し

ており、３月中旬の工事完了に向け順調に進んでおります。新しい火葬場の名称

や使用料金等を検討いただくため、火葬場名称等検討委員会を設置することとし、

報償費等の所要額を本定例会に予算計上しておりますので、よろしくお願いいた

します。  

    なお、現火葬場を使用しながらの工事でありますが、これまでに事故や苦情等は

特になく、今後におきましてもご遺族や会葬者への安全、心情に配慮しながら工

事を進めてまいります。 
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    また、社会福祉法人軽米町社会福祉協議会が進めております特別養護老人ホーム

いちい荘の整備事業につきましても建築工事が順調に進められており、今後も同

協議会と町の職員で構成する特別養護老人ホームいちい荘整備事業推進部会を中

心に事業の進捗管理を行ってまいります。  

    消費税率の改正に伴うプレミアム付商品券事業について申し上げます。本年１０

月１日の消費税率の改正に合わせ、家計の負担緩和や地域の消費下支えを目的に

行われるプレミアム付商品券事業につきましては、８月下旬に所得要件による対

象世帯にお知らせ、申請書を発送しており、８月末現在で約１５０名の方から申

請をいただいております。今後子育て世代の皆様にも順次購入引きかえ券を発送

することとしております。本事業は、期間が限定されていることから、今後にお

きましても迅速、丁寧に対応してまいります。  

    また、１０月以降幼児教育、保育の無償化が実施されることになっており、関係

条例の改正にかかわる議案を提出しておりますので、よろしくお願いいたします。  

    次に、移住、定住推進事業について申し上げます。軽米町商工会への委託事業と

した地域力創造推進事業につきましては、８月から専門員１名を配置し事業を開

始したほか、県と連携した首都圏居住者の移住希望潜在層の掘り起こしを目的と

したいわて定住・交流体験ツアー事業が今月１４日から３日間にわたり二戸管内

で行われるとともに、１０月下旬と１２月上旬には東京都内を会場とした移住・

定住のＰＲイベントを開催する予定となっており、それらの機会も有効に活用し

てまいることとしております。  

    次に、福祉事業について申し上げます。高齢者の方が住みなれた地域で安心して

暮らせるよう住民がともに支え合う地域包括ケアシステムにつきましては、小学

校区を単位とする３地区で支え合い地域づくり講演会を開催したほか、地区ごと

に座談会を重ね、高齢者等を支援する担い手の発掘、育成に取り組んでいるとこ

ろであります。  

    次に、保健事業について申し上げます。生活習慣病予防につきましては、５月か

ら６月にかけて実施した特定健診、がん検診受診後の健康管理として、各地区公

民館等において健診結果の説明会を開催し、生活習慣改善のための健康相談を実

施したところでございます。健診の未受診者に対しましては、１１月の追加健診

に向けて受診勧奨を行い、受診率の向上に努めてまいります。今年度から実施す

ることとなっている風疹の追加的対策につきましては、国から示されているとお

り、該当年齢の男性に対し、風疹抗体検査と予防接種を無料で実施できるようク

ーポン券を発行し、周知を行っているところでございます。  

    また、母子保健につきましても、公費負担の妊婦健診に出産予定日を過ぎた場合

の２回分の健診を追加し、合わせて１６回分の公費負担とするとともに、産婦の
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１カ月健診に加え、必要な産婦への２週間目健診を追加するなど、事業の充実に

努めているところであります。  

    次に、農林振興事業について申し上げます。水稲を初めとする農作物全般の生育

状況につきましては、７月中旬まで気温が低く、日照時間が少ない日が続いたこ

とから、防災無線により注意喚起を行ったところでありますが、７月下旬より天

候に恵まれたことなどから、全体としておおむね順調に推移しております。  

    新規就農支援につきましては、これまで夫婦４組を含む１４名が経営開始型の農

業次世代人材投資事業を活用しております。また、本年度から創設した軽米町親

元就農給付金制度につきましては、広報への掲載や親元就農予定者への事業概要

書を送付するなど、事業のＰＲを図っているところであります。  

    今後も本事業の推進を図るとともに、地区及び関係機関から情報提供いただきな

がら新規就農者を発掘し、経営開始に向けた取り組みを支援してまいります。  

    子牛市場の状況につきましては、軽米町産子牛の４月から７月の平均価格が税抜

き６９万３，０００円となっており、昨年の同時期と比較し、ほぼ同額で取引さ

れている状況であります。  

    林業振興につきましては、６月２１日にハートフルスポーツランドを会場にパー

クゴルフ協会とグラウンド・ゴルフ協会、一般ボランティアの方々のご協力のも

と、第３６回グリーンデーを開催し、ツツジ４０本の植樹を行い、次世代に引き

継ぐ緑豊かな郷土づくりの推進が図られたものと考えております。  

    観光事業について申し上げます。軽米町商工会が主体となり、実行委員会を組織

して町中心街で実施したかるまい夏祭りは、８月２日からの七夕飾りを皮切りに

８月３日には、大町、仲町、荒町地区の商店会イベントや商工会青年部によるフ

リーマーケット、花火大会が、最終日の８月４日には、町中心街を会場に町内５

団体と近隣市町村の９団体の合わせて１４団体、４３０名の踊り手が特色あるナ

ニャドヤラ流し踊りを披露し、詰めかけた観客を魅了したところであります。  

    また、夏祭り期間中の８月３日に開催した体験型イベントのハイキューフォトロ

ケーションには、海外を初めとした県内外の約７０名の方々から参加いただき、

聖地軽米の散策や多くの町民との交流が図られたところであります。  

    今後も商工会、関係団体等との連携を図りながら、にぎやかで活力のある町づく

りに努めてまいります。 

    次に、町道整備事業について申し上げます。町道みそころばし竹谷袋線、町道参

勤街道線及びかるまい交流駅（仮称）整備事業との関連事業である町道大町下新

町線の３路線は、工事発注済みとなっており、町道赤石峠小玉川線と町道蛇口蜂

ケ塚線、今年度完成予定の町道軽米高家線につきましても工事発注の準備を進め

ているところであります。  
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    道路施設、河川の維持管理につきましても、１３カ所は既に修繕が完了しており、

残工事についても早期完了に向け、適正な管理に努めてまいります。  

    町営住宅等住環境整備事業について申し上げます。町営住宅建替え事業につきま

しては、設計監理委託業務が契約済みとなっており、建築確認の手続が整い次第、

戸建て住宅５棟、長屋住宅１棟の建設工事を発注する予定であります。また、住

宅リフォーム奨励事業は、４件の申し込みとなっており、引き続き住環境の整備

支援を図ってまいります。  

    公共下水道事業について申し上げます。今年度予定の工事のうち舗装復旧工事が

発注済みとなっており、残る向川原地区の管路施設工事は、工事発注に向け準備

を進めております。供用開始区域における普及促進とともに、下水道整備区域外

の浄化槽設置整備事業の普及に努め、公共用水域などの自然環境の保全と生活環

境の改善を図ってまいります。  

    なお、浄化槽設置整備事業費補助金につきましては、当初の補助見込み数２０基

については、既に補助金交付決定しており、追加の７基分を今定例会に補正計上

しておりますので、よろしくお願いいたします。  

    水道事業について申し上げます。老朽管更新事業では、軽米上水・平地区の舗装

本復旧工事が完成し、中村地区、谷地渡地区、駒板地区の配水管布設替工事も発

注済みとなっております。今後とも安全な水の安定供給を図りながら効率的な事

業運営を目指してまいります。  

    次に、教育関係について申し上げます。町内の各学校におきましては、夏休みを

終え、児童生徒たちが元気に登校し、新しい学期の活動を開始しているところで

ございます。スポーツ関係では、二戸地区中学校総合体育大会において、卓球、

バレーボール、ソフトテニス、軟式野球、剣道の５つの部が県大会出場を果たす

など、今までにないすばらしい活躍を見ることができました。また、水泳におき

ましても、軽米中学校の生徒１名が東北中学校水泳競技大会に出場しております。

７月４日には、晴山小学校で達増拓也岩手県知事による岩手遺産出前授業が行わ

れ、平泉を中心とした岩手の世界遺産の価値などを学ぶという貴重な体験を得て

おります。  

    夏休み期間中に開催した小学生の夏休み学習会は、２日間、延べ３８名の児童が

参加し、軽米高校の生徒５名のボランティアの参加もあり、集中した学習が行わ

れておりました。また、中学生のサマー学習会は、３日間で延べ４２３名と、多

くの生徒が参加し、民間講師と学力向上支援員の指導により、充実した学習が行

われたところであります。  

    次に、生涯学習関係について申し上げます。軽米中学校体育館で開催された東京

多摩交響楽団のコンサートは、演奏に加えて町内文化団体との共演や楽しい指揮
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体験など、参加や体験の場面もあり、演奏者と来場者が一つになったすばらしい

演奏会となりました。  

    姉妹町の北海道音更町との子ども会リーダー相互訪問研修事業は、ことしで３４

回目を迎え、両町からそれぞれ１５名が参加して、７月２９日から８月８日の間、

相互に訪問し、民泊などを通じた交流により友情を深めたところであります。  

    今年度の成人式は、８月１５日に挙行され、中学生ボランティアの司会進行によ

り９７名の若者が成人の仲間入りを果たしました。式の中では、成人としての責

任や義務、地域活動を初めとする社会貢献などにかかわる講演や記念撮影を行い、

新成人の門出を祝ったところであります。  

    以上をもちまして政務報告とさせていただきます。今定例議会には人事同意案２

件、条例の一部改正に関する議案６件、一般会計ほか歳入歳出決算の認定に関す

る議案６件、一般会計ほか補正予算に関する議案２件の合わせて１６件の議案を

提案させていただきます。議員の皆様方におかれましては、ご審議の上、全議案

とも原案どおりご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

〇議長（松浦満雄君）  これで政務報告は終わりました。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎会議録署名議員の指名  

〇議長（松浦満雄君）  これより本日の議事日程に入ります。  

    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１

１９条の規定によって、議長において田村せつ君、舘坂久人君の両名を指名しま

す。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎会期の決定  

〇議長（松浦満雄君）  日程第２、会期の決定を議題とします。  

    お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日より９

月１３日までの１２日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。  

             〔「異議なし」と言う者あり〕  

〇議長（松浦満雄君）  異議なしと認めます。 

    よって、会期は本日より９月１３日までの１２日間に決定しました。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎同意案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決  

〇議長（松浦満雄君）  日程第３、同意案第１号  教育長の任命に関し同意を求めるこ

とについてを議題とします。  

    本件に関しましては、菅波俊美君の一身上に関する事件であるので、菅波俊美

君の退場を求めます。  



- 9 - 

             （教育長  菅波俊美君退場）  

〇議長（松浦満雄君）  同意案第１号の提案理由の説明を求めます。  

    町長、山本賢一君。  

             〔町長 山本賢一君登壇〕  

〇町長（山本賢一君）  同意案第１号は、教育長の任命に関し同意を求めるものでござい

ます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、軽

米町大字軽米第４地割１３番地９、菅波俊美氏を教育長に任命することについて

ご同意をいただきたくご提案申し上げるものでございます。  

    菅波氏は、昭和２４年１０月２８日生まれで、昭和４７年３月岩手大学教育学部

を卒業され、同年４月から湯田町立湯田中学校に教諭として赴任されております。

その後一戸町立奥中山小学校、軽米町立小玉川小学校、晴山小学校の教諭を経て、

昭和６３年４月から岩手県教育委員会事務局二戸教育事務所指導主事、主任管理

主事として務められ、平成１０年４月から九戸村立伊保内小学校の校長に就任さ

れました。平成１３年４月からは、岩手県教育委員会事務局遠野教育事務所長を

務められ、平成１６年４月から九戸村立九戸中学校、二戸市立福岡小学校の校長

を歴任され、平成２２年３月に退職されております。その後、平成２２年６月か

ら当町の教育委員となられ、平成２３年９月から教育委員長、平成２５年３月か

ら教育長として学校統合を初め、教育課題の解決に取り組んでおられます。  

    菅波氏は、ただいま申し上げましたように、長年にわたり教育に携わり、教育現

場、教育行政に精通された方でございます。また、その間の卓越した指導力と高

い識見及び高潔な人柄は、誰しもが認めるところであります。  

    私は、このように幅広い識見を持ち、教育行政に精通した菅波俊美氏を当町の教

育長として任命することについてご同意をお願い申し上げるものでございます。  

    本同意案にご同意いただきますようよろしくお願い申し上げまして、提案理由の

説明とさせていただきます。  

〇議長（松浦満雄君）  提案理由の説明が終わりました。  

    これから質疑を行います。質疑ありませんか。  

             〔「なし」と言う者あり〕  

〇議長（松浦満雄君）  質疑なしと認めます。質疑を終わります。  

    次に、討論に入るわけですが、討論は省略したいと思います。これにご異議あり

ませんか。  

             〔「異議なし」と言う者あり〕  

〇議長（松浦満雄君）  異議なしと認め、討論は省略します。  

    これから同意案第１号 教育長の任命に関し同意を求めることについてを採決し

ます。 
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    採決は無記名投票で行います。  

    議場の出入口を閉めます。  

             〔議場閉鎖〕  

〇議長（松浦満雄君）  それでは、議場の出入り口を閉めました。ただいまの表決権を有

する出席議員は１１人です。  

    次に、立会人を指名します。  

    会議規則第３２条第２項の規定により議長において、立会人に大村税君、本田秀

一君を指名します。  

    投票用紙を配ります。  

             〔投票用紙配布〕  

〇議長（松浦満雄君）  念のため申し上げます。本件に賛成の方は賛成と、反対の方は反

対と記載願います。  

    投票用紙の配布漏れはありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕  

〇議長（松浦満雄君）  配布漏れなしと認めます。  

    投票箱を点検します。  

             〔投票箱点検〕  

〇議長（松浦満雄君）  投票箱を点検いたしました。異状なしと認めます。  

    重ねて申し上げます。投票中賛否を表明しないもの及び賛否が明らかでない投票

は、会議規則第８４条の規定により否とみなします。  

    ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、

順番に投票を願います。 

    事務局長に点呼を命じます。  

             〔１番から投   票〕  

〇議長（松浦満雄君）  投票漏れはありませんか。  

             〔「なし」と言う者あり〕  

〇議長（松浦満雄君）  投票漏れなしと認めます。  

    投票を終わります。  

    開票を行います。大村税君、本田秀一君、開票の立ち会いをお願いします。  

             〔開   票〕  

〇議長（松浦満雄君）  開票の結果を報告します。  

    投票総数１１票 

    有効投票１１票 

    有効投票のうち 

    賛成１１票  
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    以上のとおり賛成が全員です。  

    よって、同意案第１号 教育長の任命に関し同意を求めることについては原案に

同意することに決定しました。  

    議場の出入口を開きます。  

             〔議場開鎖〕  

〇議長（松浦満雄君）  菅波俊美君の入場を許可します。  

             （教育長  菅波俊美君入場）  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎同意案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決  

〇議長（松浦満雄君）  日程第４、同意案第２号  教育委員会の委員の任命に関し同意

を求めることについてを議題とします。  

    同意案第２号の提案理由の説明を求めます。  

    町長、山本賢一君。  

             〔町長 山本賢一君登壇〕  

〇町長（山本賢一君）  同意案第２号は、教育委員会の委員の任命に関し同意を求めるも

のでございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定

により、軽米町大字晴山第１５地割８番地、紫葉守氏を教育委員会委員に任命す

ることについてご同意いただきたく、ご提案申し上げるものでございます。  

    また、今回の任命は、同法第４条第５項の規定による保護者である者の任命を行

うものであります。  

    紫葉氏は、昭和４６年生まれで、平成４年３月に岩手県立農業短期大学校を卒業

され、現在は、晴山地区で農業を営んでおられます。紫葉氏は、軽米町農村青年

クラブ会長を歴任されたほか、地域では盆踊りを復活させるなど貢献されており、

現在は消防の副分団長を務められております。また、これまで晴山小学校のＰＴ

Ａ会長などを歴任され、学校運営を初めスポーツ少年団の指導についても力添え

をいただいてきたところでございます。現在２人のお子さんが在学中ということ

もあり、学校教育、スポーツの分野に深い理解をお持ちであり、高い識見と高潔

な人柄は、誰しもが認めるところであります。  

    私は、ただいま申し上げましたとおり、教育行政に深い理解と識見を持つ紫葉守

氏を当町の教育委員会委員として任命することについてご同意いただきますよう

お願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。  

〇議長（松浦満雄君）  提案理由の説明が終わりました。  

    これから質疑を行います。質疑ありませんか。  

             〔「なし」と言う者あり〕  

〇議長（松浦満雄君）  質疑なしと認めます。質疑を終わります。  
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    次に、討論に入るわけですが、討論は省略したいと思います。これにご異議あり

ませんか。  

             〔「異議なし」と言う者あり〕  

〇議長（松浦満雄君）  異議なしと認め、討論は省略します。  

    これから同意案第２号 教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについ

てを採決いたします。  

    この採決は無記名投票で行います。  

    議場の出入口を閉めます。 

             〔議場閉鎖〕  

〇議長（松浦満雄君）  議場の出入り口を閉めました。ただいまの表決権を有する出席議

員は１１人であります。 

    次に、立会人を指名します。  

    会議規則第３２条第２項の規定により議長において、立会人に細谷地多門君、山

本幸男君の両名を指名します。  

    投票用紙を配ります。 

             〔投票用紙配布〕  

〇議長（松浦満雄君）  念のため申し上げます。本件に賛成の方は賛成と、反対の方は反

対と記載願います。  

    投票用紙の配布漏れはありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕  

〇議長（松浦満雄君）  配布漏れなしと認めます。  

    投票箱を点検します。  

             〔投票箱点検〕  

〇議長（松浦満雄君）  投票箱を点検いたしました。異状なしと認めます。  

    重ねて申し上げます。投票中賛否を表明しないもの及び賛否の明らかでない投票

は、会議規則第８４条の規定により否とみなします。  

    ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、

順番に投票を願います。 

    事務局長に点呼を命じます。  

             〔１番から投   票〕  

〇議長（松浦満雄君）  投票漏れはありませんか。  

             〔「なし」と言う者あり〕  

〇議長（松浦満雄君）  投票漏れなしと認めます。  

    投票を終わります。  

    開票を行います。細谷地多門君、山本幸男君、開票の立ち会いをお願いします。  
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             〔開   票〕  

〇議長（松浦満雄君）  開票の結果を報告いたします。  

    投票総数１１票 

    そのうち有効投票１１票  

    有効投票のうち 

    賛成１１票  

    以上のとおり賛成が全員です。  

    よって、同意案第２号 教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについ

ては原案に同意することに決定しました。  

    議場の出入口を開きます。  

             〔議場開鎖〕  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎議案第１号から議案第１４号までの一括上程、説明、質疑、委員会付託  

〇議長（松浦満雄君）  日程第５、議案第１号  軽米町印鑑条例の一部を改正する条例

から日程第１８、議案第１４号  令和元年度軽米町介護保険特別会計補正予算

（第２号）までの１４件を一括して議題といたします。  

    提案理由の説明を求めます。  

    議案第１号  軽米町印鑑条例の一部を改正する条例について、町民生活課総括

課長、川島康夫君。  

             〔町民生活課総括課長  川島康夫君登壇〕  

〇町民生活課総括課長（川島康夫君）  議案第１号  軽米町印鑑条例の一部を改正する

条例の提案理由について説明申し上げます。  

    住民基本台帳法施行令等の一部改正に伴い、総務省で定める印鑑登録証明事務

処理要領が改正されるため、軽米町印鑑条例の所要の改正をしようとするもので

令和元年１１月５日から施行するものでございます。  

    お手元に配布済みの新旧対照表によりまして主な改正内容をご説明申し上げま

す。１ページ、第２条第１項、第４条第５項は、印鑑登録証明事務処理要領の改

正に合わせた文言の改正でございます。また、同項第３号、２ページ、第５条第

２項、第１３条第２項、３ページ、第１５条第１項は、住民票に旧氏の記載が追

加されたことに伴い、印鑑登録、印鑑証明書に旧氏の記載を加えるものでござい

ます。  

    １ページに戻りまして、第４条第５項第３号において磁気ディスクに記録する

ことが明示され、記載と記録が使い分けられることによる文言の改正で同項第６

号、２ページから３ページ、第５条第３項、第１５条においても同様の改正とな

ります。  
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    １ページ、改正前の条例第４条第５項第５号、２ページ、第１５条第３号の男

女の別の記載を印鑑登録、印鑑証明書から削除します。  

    以上、議案第１号について提案理由の説明とさせていただきます。ご審議の上、

ご議決賜りますようよろしくお願いいたします。  

〇議長（松浦満雄君）  議案第２号  復興産業集積区域における固定資産税の課税免除

に関する条例の一部を改正する条例について、税務会計課総括課長、小笠原亨君。  

             〔税務会計課総括課長小笠原  亨君登壇〕  

〇税務会計課総括課長（小笠原  亨君）  議案第２号の提案理由についてご説明申し上

げます。  

    議案第２号は、復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例

の一部を改正する条例の議決をお願いするものでございます。  

    東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部が

改正されたことに伴いまして所要の改正をするものでございます。  

    改正の内容ですが、省令の条項の整備に準じて町の条例を改正するものであり、

課税免除につきましては、東日本大震災復興特別区域法に基づき岩手県が作成し

た岩手県産業再生復興推進計画の中で復興産業集積区域が当町に設定されており、

区域内において計画に定められた事業の用に供する施設または設備を新設し、ま

たは増設した事業者に対し、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以降５

カ年度内に限り、その課税を免除するものでございます。また、特例の適用期限

は、令和３年３月３１日までとなっており、内容につきましては、変更ありませ

ん。  

    以上で説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願

い申し上げます。  

〇議長（松浦満雄君）  議案第３号  へき地保育所設置条例の一部を改正する条例につ

いて、健康福祉課総括課長、坂下浩志君。  

             〔健康福祉課総括課長  坂下浩志君登壇〕  

〇健康福祉課総括課長（坂下浩志君）  議案第３号の提案理由についてご説明申し上げ

ます。  

    議案第３号は、へき地保育所設置条例の一部を改正する条例の議決をお願いす

るものでございます。  

このたびの改正は、へき地保育所設置条例において、へき地保育所の利用料の

額は無料とするという第４条を加える改正となります。子ども・子育て支援法の

一部改正に伴い、１０月１日から３歳から５歳の教育・保育施設等の保育料が無

償化されることから、その利用者との均衡を図るため所要の改正をしようとする

ものでございます。  
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    また、これまでへき地保育所の利用料については、へき地保育所利用料徴収条

例で月額が定められていましたが、無料とすることで附則の中でへき地保育所利

用料徴収条例は廃止といたしております。  

    以上、説明とさせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろ

しくお願い申し上げます。  

〇議長（松浦満雄君）  議案第４号  軽米町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関

する条例の一部を改正する条例について総務課総括課長、吉岡靖君。  

             〔総務課総括課長  吉岡  靖君登壇〕  

〇総務課総括課長（吉岡  靖君）  議案第４号の提案理由を申し上げます。  

    議案第４号は、軽米町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部を改正する条例であります。  

    成年後見制度の利用の促進に関する法律第１１条、基本方針等に基づき、成年

被後見人等について欠格条項により資格等を一律に排除するしくみから、各資格、

職務、業務等に適した能力の有無を個別的、実質的に審査し、判断するしくみに

移行させることを内容とした成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等

を図るための関係法律の整備に関する法律の成立に伴うものであります。  

    新旧対照表をごらん願います。欠格条項が規定されている第４条の２から成年

被後見人または被保佐人を規定している第１号を削除し、法令の改正にあわせて

字句を修正するともに、第２号以下を１号ずつ繰り上げ、さらに同条を引用する

第４条の３第２項１号を前述の改正にあわせて改正するものであります。  

    議案第４号についてご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。  

〇議長（松浦満雄君）  議案第５号  軽米町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正す

る条例について教育委員会事務局総括次長、堀米豊樹君。  

             〔教育委員会事務局総括次長  堀米豊樹君登壇〕  

〇教育委員会事務局総括次長（堀米豊樹君）  議案第５号の提案理由についてご説明申

し上げます。  

    議案第５号は、軽米町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例の議決

をお願いするものでございます。  

    子ども・子育て支援法の一部改正されたことに伴いまして、所要の改正をする

ものでございます。法の主な改正の内容は、幼稚園、保育所等の３歳から５歳の

利用料を無償化するもので、条例は法改正に準じて改正するものであり、本年１

０月１日からの幼稚園の保育料を無償とするものでございます。  

    ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。  

〇議長（松浦満雄君）  議案第６号  軽米町水道事業給水条例の一部を改正する条例に
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ついて、水道事業所長、戸田沢光彦君。  

             〔水道事業所長  戸田沢光彦君登壇〕  

〇水道事業所長（戸田沢光彦君）  議案第６号の提案理由についてご説明申し上げます。  

    議案第６号は、軽米町水道事業給水条例の一部を改正する条例の議決をお願い

するものでございます。  

    令和元年１０月１日に水道法施行令が施行されることに伴い、条例第４３条の

２第１項の引用条例を「第４条」を「第６条」に改めるものです。また、水道法

第２５条の３の２が新たに追加され、指定給水装置工事事業所指定について５年

間の更新が必要になったことに伴い、別表第３に指定の更新手数料２万円を新た

に追加しようとするものです。  

    ご審議の上、ご議決賜りますようにお願い申し上げます。  

〇議長（松浦満雄君）  議案第７号  平成３０年度軽米町一般会計歳入歳出決算の認定

についてから議案第１１号  平成３０年度軽米町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定についてまでの５件について説明を求めます。  

    会計管理者、小笠原亨君。  

             〔会計管理者 小笠原 亨君登壇〕  

〇会計管理者（小笠原  亨君） 議案第７号の平成３０年度軽米町一般会計歳入歳出決算

の認定についてから議案第１１号の平成３０年度軽米町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算の認定についてまでの５議案の提案理由についてご説明申し上げま

す。 

    平成３０年度におきまして、議会の議決を賜りました予算に基づきまして事務事

業を実施してまいりました。その予算の執行結果につきましては、別冊で皆様に

お届けしております平成３０年度軽米町一般会計、特別会計歳入歳出決算書のと

おりでございます。  

    一般会計と特別会計の合計金額でご説明申し上げます。予算現額８０億９，４４

０万円、調定額８１億１，６９０万９，６８２円、収入済額７９億３，８５９万

２，９３３円、支出済額７６億３，３６９万４，０００円、翌年度繰越額１億６，

１０４万９，０００円、収入支出差引額３億４８９万８，９３３円でございます。  

    地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の意見を付して議

会の認定をお願いするものでございます。各会計の決算概要につきましては、そ

れぞれ担当課からご説明申し上げます。  

    ご審議の上、認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。  

〇議長（松浦満雄君）  議案第７号から議案第１１号までの提案理由の説明が終わりまし

た。 

    次に、議案第７号から議案第１１号まで、それぞれの会計ごとの決算の概要につ
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いて説明を求めます。  

    議案第７号に係る平成３０年度軽米町一般会計歳入歳出決算の概要について、総

務課総括課長、吉岡靖君。  

             〔総務課総括課長 吉岡 靖君登壇〕  

〇総務課総括課長（吉岡 靖君） 議案第７号の平成３０年度軽米町一般会計歳入歳出決

算の概要についてご説明申し上げます。お手元に配布してあります一般会計決算

の概要に沿って説明させていただきます。  

    初めに、歳入歳出決算額につきましては、歳入総額が６４億５，００４万７，０

００円、歳出総額が６１億７，１２４万３，０００円で、歳入から歳出を差し引

いた形式収支は２億７，８８０万４，０００円の黒字となっております。翌年度

に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支につきましては２億７，６２１万８，

０００円の黒字となっており、平成３０年度の実質収支額から平成２９年度の実

質収支額を差し引いた単年度収支は２億７２３万７，０００円の赤字となってお

りますが、単年度収支に財政調整基金の積立金と取り崩し額を加除した実質単年

度収支は３，４８６万８，０００円の黒字となっております。  

    歳入決算額は、前年度と比較し８億１３５万円の減となっております。自主財源

である町税は、固定資産税が１，１６７万５，０００円の減となったものの、個

人、法人町民税の増等により、前年度より７，１１４万６，０００円増の９億１，

５１０万９，０００円となっております。その他の自主財源は、資料に記載のと

おりでございます。  

    依存財源につきましては、地方交付税は２７億８，３８０万６，０００円と前年

度から１億１８３万９，０００円の減となるとともに、国庫支出金と県支出金に

つきましても平成２８年度の台風災害に係る災害復旧に係る補助金の減等により、

それぞれ４億２，０９０万７，０００円、１億６，１５５万２，０００円の減と

なっておりました。町債につきましては、デジタル防災行政無線整備事業等に係

る緊急防災減災事業債の１億８，６８０万円の増等により３，６１０万円の増と

なっております。  

    また、歳入全体に占める自主財源比率は、前年度から０．８ポイント増の２７．

６％となっております。 

    歳出決算につきましては、２ページをごらん願います。歳出決算額は、前年度と

比較して５億６，９１２万６，０００円の減となっております。主な内容を申し

上げますと、投資的経費は前年度と比較し４億８，９０７万６，０００円減の１

０億６，９４２万６，０００円となっております。災害復旧事業の６億８２６万

２，０００円の減が主な要因となっております。  

    歳出全体の約４０％を占める人件費などの義務的経費は、臨時福祉給付金事業の
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３，４０８万円の減、職員給の４，１６８万８，０００円の減等により、前年度

と比較して７，９９２万円減の２４億８，２８１万５，０００円となっておりま

す。 

    その他の経費につきましては、前年度とほぼ同額の２６億１，９００万２，００

０円となってございます。  

    次に、主な財政指標について申し上げます。財政構造の弾力性の指標である経常

収支比率につきましては、見込みの数値ではありますが９１．５％と前年度から

２．８ポイント上昇となっております。  

    続きまして、資料の３ページをごらん願います。歳出のうち公債費等の割合を示

す実質公債比率は９．６％となり、前年度から０．７ポイント上昇しております。

基金残高につきましては、財政調整基金と町債減債基金、ふるさとづくり振興基

金の主要３基金の合計額で１８億６，０２２万円となり、前年度と比較しまして

２億３，８７９万６，０００円の増となっております。  

    また、町債残高につきましては、前年度から１億８，０１４万７，０００円増の

７７億１，３５２万円となっております。  

    以上で平成３０年度軽米町一般会計歳入歳出決算の概要説明とさせていただきま

す。ご審議の上、認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

〇議長（松浦満雄君）  議案第８号に係る平成３０年度軽米町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の概要と議案第１１号に係る平成３０年度軽米町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算の概要について、町民生活課総括課長、川島康夫君。  

             〔町民生活課総括課長  川島康夫君登壇〕  

〇町民生活課総括課長（川島康夫君）  議案第８号  平成３０年度軽米町国民健康保険特

別会計決算の概要についてご説明申し上げます。  

    お手元に配布の１枚物の資料をごらんください。国保制度改革により、平成３０

年度から県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業納付金の額の決

定や保険給付に必要な費用を全額市町村に対して支払うこととなりました。この

ため平成２９年度の決算額については、廃止となった科目があるため、縦の合計

が合っていませんので、ご了承願います。  

    平成２９年度決算との比較で、資料左側の歳入から説明いたします。１款の国民

健康保険税の決算額は２億１，６５７万５，０００円で、９８４万３，０００円

の減となっております。 

    ４款の国庫支出金の決算額は２６万２，０００円で、４億４，７０７万９，００

０円とほぼ皆減となっています。  

    ５款の県支出金の決算額は８億３，８４１万３，０００円で７億７，４６８万８，

０００円の増となっており、歳入全体の７１．１％を占めています。これは、冒
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頭で申し上げましたとおり、県が保険給付に必要な費用の全額を町に支払うこと

とされたことによります。  

    ８款の繰入金のうち一般会計等繰入金の決算額は９，８２６万８，０００円で、

７，２３３万１，０００円の減となりました。内訳は、資料右下記載のとおりで

ございます。  

    なお、財源不足を補うために行う法定外繰り入れはありません。歳入総額は１１

億７，８９０万８，０００円となり、平成２９年度決算と比較で３億６，７６７

万７，０００円、率にして２３．８％の減となりました。  

    次に、資料右側の歳出について説明いたします。２款の保険給付費の決算額は７

億８，６４８万７，０００円で、１億２３１万６，０００円、率にして１１．５

％の減となっております。また、歳出全体に占める構成比は６７．８％となって

おります。  

    ３款の事業費納付金の決算額は３億２，０１６万９，０００円で皆増となってお

ります。歳出に占める構成比も２７．６％となっており、保険給付費に次ぐ割合

を占めています。  

    ４款の共同事業拠出金は、平成３０年度から高額療養費等に係る共同負担は行わ

ないこととされたため３億５，３００万３，０００円の皆減となっています。  

    歳出総額は１１億５，９６２万８，０００円となり、平成２９年度決算との比較

で３億６，５３３万５，０００円、率にして２４．０％の減となっております。

これらの結果、歳入総額１１億７，８９０万８，０００円、歳出総額１１億５，

９６２万８，０００円を差し引いた１，９２７万９，０００円が実質収支額とな

り、次年度への繰越金となります。また、平成３０年度末の財政調整基金の保有

額は２，９６１万円となっております。  

    続きまして、議案第１１号に係る平成３０年度軽米町後期高齢者医療特別会計決

算の概要について説明申し上げます。これもお手元に配布の１枚物の資料をごら

んください。平成２９年度決算との比較で、資料左側の歳入から説明いたします。  

    １款の後期高齢者医療保険料の決算額は４，９５４万１，０００円で、平成２９

年度決算との比較で２３６万円の増となっております。  

    ３款の繰入金の決算額は４，０４３万円で、６万８，０００円の増。  

    ４款の繰越金の決算額は４０万４，０００円で、３４万２，０００円の増。  

    歳入総額は９，０４４万円となり、平成２９年度決算との比較で２５６万円、率

にして２．９％の増となりました。  

    次に、資料右側の歳出について説明いたします。１款の総務費の決算額は３４９

万円で、平成２９年度決算との比較で１６万円の増。  

    ２款の後期高齢者医療広域連合納付金の決算額は８，６６２万円で、２７３万６，
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０００円の増。  

    ３款の諸支出金の決算額は５万５，０００円で、２０万７，０００円の減となっ

ております。  

    歳出総額は９，０１６万５，０００円となり、平成２９年度決算との比較で２６

８万９，０００円、率にして３．１％の増となりました。これらの結果、歳入総

額９，０４４万円から歳出総額９，０１６万５，０００円を差し引いた２７万５，

０００円が実質収支額となり、次年度への繰越金となります。  

    議案第８号及び議案第１１号につきましてご審議の上、ご認定賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

〇議長（松浦満雄君）  議案第９号に係る平成３０年度軽米町下水道事業特別会計歳入歳

出決算の概要について、地域整備課総括課長、戸田沢光彦君。  

             〔地域整備課総括課長  戸田沢光彦君登壇〕  

〇地域整備課総括課長（戸田沢光彦君）  議案第９号 平成３０年度軽米町下水道事業特

別会計決算の概要についてご説明申し上げます。  

    お手元の１枚物の資料により説明させていただきます。歳入でございますけれど

も、第１款の分担金及び負担金は決算額４５万６，０００円で、前年度と比較し

ますと３６２万円の減となっております。これは、下水道受益者分担金でござい

ます。 

    第２款の使用料及び手数料は決算額２，４３８万１，０００円で、前年度と比較

しますと８３万３，０００円の増となっております。これは、下水道使用料等で

ございます。  

    第３款の国庫支出金は決算額２，０００万円で、前年度と比較しますと４００万

円の減となってございます。社会資本整備総合交付金でございます。  

    第４款の繰入金は決算額８，１３０万円で、前年度と比較しますと１，２７０万

円の増となっております。これは、一般会計からの繰入金でございます。  

    第５款の繰越金は決算額４５０万５，０００円で、前年度と比較しますと８万２，

０００円の増となってございます。  

    第６款の諸収入は、決算額４２万９，０００円となっております。前年度と比較

しますと３１万１，０００円の減となっております。これは、平成２９年度消費

税及び地方消費税還付金でございます。  

    第７款の町債でございますが、決算額２，５５０万円で、前年度と比較しますと

２５０万円の減となっております。  

    以上、歳入の決算額は、平成２９年度決算額１億５，３３８万７，０００円に対

しまして、平成３０年度決算額が１億５，６５７万１，０００円で、３１８万４，

０００円の増となっております。  



- 21 - 

    歳出についてご説明申し上げます。第１款の総務費でございますが、決算額４１

９万４，０００円で、前年度と比較しますと７万３，０００円の減となっており

ます。これは、人件費等の一般管理費でございます。  

    第２款は公共下水道費でございますが、決算額８，９６６万円で、前年度と比較

しますと２２６万２，０００円の増となりました。内訳を申し上げますと、１項

の公共下水道施設費は決算額２，５７３万３，０００円で、前年度と比較します

と１３５万３，０００円の増となっております。これは、主に処理場の施設維持

管理費でございます。第２項の公共下水道整備費は決算額６，３９２万７，００

０円で、前年度と比較しますと９０万９，０００円の増となっております。これ

は、工事請負費等整備費でございます。  

    第３款は公債費でございますが、決算額５，８１２万９，０００円で、前年度と

比較しますと９１万３，０００円の増となっております。これは、下水道事業債

の償還金でございます。 

    以上、歳出の決算額は、平成２９年度決算額１億４，８８８万１，０００円に対

しまして平成３０年度決算額が１億５，１９８万３，０００円で、３１０万２，

０００円の増となっております。  

    以上、平成３０年度軽米町下水道事業特別会計決算の概要についてご説明させて

いただきました。ご審議の上、認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

〇議長（松浦満雄君）  議案第１０号に係る平成３０年度軽米町介護保険特別会計歳入歳

出決算の概要について、健康福祉課総括課長、坂下浩志君。  

             〔健康福祉課総括課長  坂下浩志君登壇〕  

〇健康福祉課総括課長（坂下浩志君）  議案第１０号の平成３０年度軽米町介護保険特別

会計歳入歳出決算の概要についてご説明申し上げます。  

    お手元に配布してございます１枚物の資料をごらんいただきたいと思います。歳

入についてご説明申し上げます。第１款サービス収入の平成３０年度決算額は３，

５３１万８，０００円となり、前年度と比較して５５２万７，０００円の減額と

なりました。  

    第３款繰入金の決算額は２，５５１万１，０００円となり、前年度と比較して５

５１万１，０００円の増額となっております。  

    第４款繰越金の決算額は１７５万５，０００円となり、前年度と比較して１６万

１，０００円の増額となっております。  

    第５款諸収入の決算額は４万４，０００円となり、前年度と比較して３５万４，

０００円の減額となりました。  

    これにより歳入全体の決算額は６，２６２万７，０００円となり、前年度との比

較では２０万９，０００円の減額となりました。  
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    次に、歳出について説明申し上げます。第１款総務費の決算額は３，１８３万５，

０００円となり、前年度と比較して１３４万１，０００円の増額となりました。  

    第２款サービス事業費の決算額は２，８８３万９，０００円となり、前年度と比

較して１７４万９，０００円の減額となっております。  

    これらにより歳出全体の決算額は６，０６７万４，０００円となり、前年度との

比較では４０万８，０００円の減額となっております。  

    平成３０年度歳入総額６，２６２万７，０００円から歳出総額６，０６７万４，

０００円を差し引きました１９５万３，０００円が実質収支額となり、翌年度へ

の繰越金となります。  

    以上、議案第１０号  平成３０年度軽米町介護保険特別会計歳入歳出決算の概要

についての説明とさせていただきます。ご審議の上、認定賜りますようよろしく

お願い申し上げます。  

〇議長（松浦満雄君）  議案第７号から議案第１１号までの提案理由及び決算の概要説明

が終わりました。  

    一般会計並びに各特別会計の決算の認定ですので、ここで代表監査委員から平成

３０年度決算審査の意見をお願いいたします。 

    代表監査委員、竹下光雄君。  

             〔代表監査委員  竹下光雄君登壇〕  

〇代表監査委員（竹下光雄君）  平成３０年度軽米町一般会計及び各特別会計歳入歳出決

算審査を総括しての所感や意見を申し上げます。  

    平成３０年度の一般会計歳入歳出決算は、歳入が６４億５，００４万７，０００

円で、前年度に比較しまして８億１３５万円の減、歳出は６１億７，１２４万３，

０００円と、前年度に比較しまして５億６，９１２万６，０００円の減となって

おります。歳入歳出の差引額は２億７，８８０万４，０００円であり、実質収支

は２億７，６２１万８，０００円の黒字でございますが、単年度収支は２億７２

３万７，０００円の赤字となりました。  

    次に、特別会計歳入歳出決算は、歳入が１４億８，８５４万６，０００円で、前

年度に比較しまして３億６，２１４万１，０００円の減、歳出は１４億６，２４

５万１，０００円と、前年度と比較しまして３億５，９９５万円の減となりまし

た。本年度から新制度に移行しました国民健康保険制度におきましては、本町の

国民健康保険特別会計歳入歳出決算では、歳入が１１億７，８９０万８，０００

円で、前年度と比較しまして３億６，７６７万７，０００円の減。歳出は１１億

５，９６２万９，０００円と、前年度と比較しまして３億６，５３３万４，００

０円の減となりました。一般会計からの繰入金は９，８２６万８，０００円とな

っており、そのうち法定外繰り入れはございませんでした。  
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    基金のうち主要３基金であります財政調整基金は２億４，２１０万５，０００円

増加しまして、当年度末現在高は１４億９，５６６万６，０００円、町債減債基

金は３３３万９，０００円減少しまして４，６２１万９，０００円、ふるさとづ

くり振興基金は３万円増加しまして３億１，８３３万５，０００円となっており

ます。年度末３基金残高の合計は前年度に比べまして２億３，８７９万６，００

０円増加しております。 

    財政健全化につきましては、実質公債費比率が９．６％と、前年度の８．９％か

ら０．７ポイント上昇しております。将来負担比率は７８．６％と前年度の８７．

０％から８．４ポイント低下し、早期健全化基準から見れば、現時点での将来支

払っていく負担の度合いにつきましては良好と言えると思います。これまでもさ

まざまな行財政改革に取り組み、財政基盤の強化を行ってきたところでございま

すが、火葬場やかるまい交流駅（仮称）などの公共施設の建設のほか、老朽化に

伴う維持修繕や少子化、人口減少対策など、新たな課題や行政需要の発生も見込

まれるところでございます。将来にわたって持続的に安定した行政サービスを提

供していくためにも引き続き財政の健全化に努めていただきたいと思います。  

    収入未済額につきましては、町税のうち一般町税は９，２８５万９，０００円と、

前年度に比較しまして８２万４，０００円減少しており、主に町民税で２１９万

９，０００円減少しております。国民健康保険税は７，６４２万円と、前年度に

比較しまして５６５万２，０００円減少しております。税外収入では５３９万４，

０００円と、前年度に比較しまして４６万１，０００円減少しております。不納

欠損につきましては、一般町税は１９９万７，０００円と、前年度に比較しまし

て２５万７，０００円の減少、国民健康保険税は１６３万３，０００円と、前年

度に比較しまして１７７万７，０００円減少しております。  

    さきに申し上げましたとおり、収入未済額におきましては、現年度分で前年度に

比較しまして１６５万７，０００円の減少、滞納繰越分の収入未済額は前年度に

比較しまして８２４万円の減少と全体的に減少しましたが、中には相当年数が経

過しているものや長期間動きのないものがあり、それらにつきましては、適切な

債権管理と計画的に適宜対処し、解消に努めていただきたいと思います。  

    財政事情の厳しい折、自主財源となる町税等の収納業務の環境は厳しさを増して

いると思われますが、負担の公平性及び町行政に対する信頼性の観点からも引き

続き収入未済額の解消と新たな発生防止についても取り組みを強化していただき

たいと思います。  

    行財政運営につきましては、機構改革により新たな執行体制のもと進められてい

るところでありますが、大きな混乱もなく、全体的に事務事業の執行はおおむね

適正に処理されておりました。総括課長、担当課長の権限が明確になり、決裁過



- 24 - 

程におけるチェック機能が働いていると言えます。今後の事務事業の見直しに際

しましては、一方に偏ることなく、職員の配置も考慮しながら進めていただきた

いと思います。  

    事業の中には、事業内容が複数の課にまたがっていることで所管課が不明瞭であ

ったり、住民にわかりづらいものも見受けられることから、機能的で効率的な行

財政運営を目指すためにも事務事業の見直しを庁内全体で進めるとともに、時代

のニーズに応じた組織の検討を進めていただきたいと思います。  

    そして、職員が取り組む業務の目的を再認識し、責任の所在を明確にすることで

モチベーションを高め、限られた人材で最大の成果を発揮できる組織であり、ま

た住民の視点から見てもわかりやすい体制の構築を望むものでございます。  

    最後に、令和２年度までの期間に位置づけられている新軽米町総合発展計画は大

詰めを迎えております。これまでの成果や課題を検証し、計画の実現に向けて努

力していただくとともに、次期総合発展計画の策定に当たっては、将来の町のあ

り方について住民の意見、社会経済情勢等を十分に考慮しながら進めていただく

ことを要望いたしまして結びといたします。  

    以上をもちまして平成３０年度軽米町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算審査

における意見及び所感といたします。  

〇議長（松浦満雄君）  議案第１２号 平成３０年度軽米町水道事業会計決算の認定及び

利益の処分について、提案理由並びに決算の概要について説明を求めます。  

    水道事業所長、戸田沢光彦君。  

             〔水道事業所長  戸田沢光彦君登壇〕  

〇水道事業所長（戸田沢光彦君）  議案第１２号 平成３０年度軽米町水道事業会計決算

の認定及び利益の処分についての提案理由をご説明申し上げます。  

    地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成３０年度軽米町水道事業会計

決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付する及び同法第３２条

第２項の規定により、利益の処分について議会の議決を求めるものでございます。  

    決算の認定について、決算書の９ページの事業報告書によりご説明申し上げます。

平成３０年度の水道事業の運営は、「安全な水の安定供給と健全な経営」を目標に

執行し、施設の維持管理と収入の確保に努めてまいりました。建設改良工事につい

ては、老朽管更新事業及び小軽米簡易水道統合整備事業を実施いたしました。  

    次に、財政の状況でございますが、収益的収支につきましては、事業収益で３億

８，５１２万５８７円となりました。事業費用では３億６，８４７万２，６２１円

となりました。  

    以上の結果、損益収支において１，０６７万９，９６８円の当年度純利益となり、

前年度繰越利益剰余金を合算した９，４４３万３，０２１円が未処分利益剰余金
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となりました。  

    資本的収支については、資本的収入が８，５５７万３，８００円となり、資本的

支出は２億２，６７６万４，６８８円となりました。  

    資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億４，１１９万８８８円につきまし

ては、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５３万６，７３５円、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５６９万３，３５３円、過年度分

損益勘定留保資金１億３，４９６万８００円で補填したところでございます。  

    次に、給水の状況についてでございますが、給水戸数は２，５３６戸で、給水量

については有収水量５９万６，０４４立米、有収率６５．７％となりました。今

後も定期的な漏水調査及び修理を行い、有収率の向上に努めてまいります。  

    この決算書類は、決算報告書が１ページから２ページに、財務諸表が３ページか

ら８ページ、決算の附属書類として事業報告書が９ページから１４ページ、その

他書類が１５ページから２３ページに記載されております。ご審議の上、認定を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

〇議長（松浦満雄君）  ここで代表監査委員から平成３０年度軽米町水道事業会計決算の

審査の意見をお願いします。  

    代表監査委員、竹下光雄君。  

             〔代表監査委員  竹下光雄君登壇〕  

〇代表監査委員（竹下光雄君）  平成３０年度軽米町水道事業会計決算の審査を総括して

の所感や意見を申し上げます。  

    水道事業は、清浄にして豊富かつ低廉な水を供給し、公衆衛生の向上と生活環境

の改善に寄与することを目的としておりますが、平成３０年度の水道事業の運営

につきましては、安全な水の安定供給と健全な経営を目標に執行し、水質事故等

もなく、安全で良質な水の供給に努めたと認められるところでございます。  

    当年度は、前年度と比較しまして給水区域内人口は減少しておりますが、給水人

口と給水戸数は増加しております。全体の有収率は６５．７％で、前年度の６７．

５％より１．８ポイントの低下となりました。これからも定期的な漏水調査及び

修理等を行い、有収率の向上に努めていただきたいと思います。  

    なお、未給水区域の解消につきましては、定住促進の観点からも一日も早い解消

を強く要望するところですが、投資対効果あるいは優先順位等の関係で整備でき

ないとすれば、自家水確保等への補助等、具体的な施策を講じることを希望いた

します。  

    水道料金は、現年度分と繰越分を合わせた収入未済額は７８８万３，９７５円で、

前年度７１３万５，３７４円に比較しまして７４万８，６０１円増加しましたが、

収納率につきましては９５．７４％と、前年度に比較し０．４４ポイント上昇し
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ております。引き続き収入未済額の解消と新規発生の抑制について負担の公正、

公平性及び水道事業に対する信頼性の観点からも、今後とも厳正に対処していた

だきたいと思います。  

    当年度の減債積立金と未処分利益剰余金を合わせた利益剰余金は２億５，６４３

万３，０２１円となっております。当年度純利益は１，０６７万９，９６８円で、

前年度の３，６８４万６，７６９円と比較しまして２，６１６万６，８０１円減

少しております。  

    本年度におきましても、小軽米簡易水道統合整備事業や軽米上水上新井田地区配

水管布設工事などが進められまして、水道施設の老朽化に伴う機能低下が解消さ

れるとともに、安定供給の確保が計画的に図られております。今後の水道事業の

運営におきましても、人口減少による給水人口や給水収益の減少や老朽化する水

道施設の維持、更新など、厳しい経営環境が予想されますことから、継続して経

費の節減、事業の効率化を進め、健全な財政運営に努めるとともに、町民生活の

維持向上に寄与されることを要望いたしまして結びといたします。  

    これで平成３０年度軽米町水道事業会計決算審査における意見及び所感といたし

ます。 

〇議長（松浦満雄君）  議案第１３号 令和元年度軽米町一般会計補正予算（第３号）に

ついて提案理由の説明を求めます。  

    総務課総括課長、吉岡靖君。  

             〔総務課総括課長 吉岡 靖君登壇〕  

〇総務課総括課長（吉岡  靖君） 議案第１３号の提案理由をご説明申し上げます。  

    議案第１３号は、令和元年度軽米町一般会計補正予算（第３号）でございます。

内容でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，９４７万３，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７２億６，１１５万

４，０００円とするものです。  

    ４ページをごらん願います。第２表の債務負担行為の補正は、農業近代化資金利

子補給補助金について、新規の申し込みがあったことから、本年度分として歳出

で３万８，０００円を計上するとともに、来年度以降令和７年度分を債務負担行

為として追加するものでございます。  

    ５ページをごらん願います。第３表、地方債の補正は、特別養護老人ホームいち

い荘整備事業支援に係る地方債について県との協議の中で社会福祉施設整備事業

債から一般事業債に変更することとなったため、一般事業債２億１，０００万円

を追加し、社会福祉施設整備事業債２億２，４００万円を廃止するとともに、町

道大町下新町線に過疎対策事業債を充てるため、過疎対策事業債の限度額１，１

００万円を引き上げるものであります。  
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    議案第１３号につきましてご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し

上げます。  

〇議長（松浦満雄君）  議案第１４号 令和元年度軽米町介護保険特別会計補正予算（第

２号）について、健康福祉課総括課長、坂下浩志君。  

             〔健康福祉課総括課長  坂下浩志君登壇〕  

〇健康福祉課総括課長（坂下浩志君）  議案第１４号について提案理由をご説明申し上げ

ます。 

    議案第１４号は、令和元年度軽米町介護保険特別会計補正予算（第２号）でござ

います。内容は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３９万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，０８４万７，０００円としようとする

ものです。  

    歳入予算では、第３款繰入金、第１項他会計繰入金の一般会計繰入金１５６万１，

０００円を減額し、第４款繰越金、第１項繰越金に前年度繰越金１９５万１，０

００円を追加するものです。  

    歳出予算では、第１款総務費、第１項施設管理費で職員給与費に３９万円を追加

するものでございます。 

    ご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

〇議長（松浦満雄君）  以上で提案理由の説明が終わりました。  

    ただいま議題となっております議案１４件については、後ほど特別委員会を設置

し、これに付託して審査する予定でございますが、この際総括的な質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

             〔「なし」と言う者あり〕  

〇議長（松浦満雄君）  質疑なしと認めます。質疑を終わります。  

    お諮りします。ただいま議題となっております議案１４件については、委員会条

例第５条第１項の規定により、平成３０年度軽米町一般会計歳入歳出決算等審査

特別委員会を設置し、これに付託して審査することとしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。  

             〔「異議なし」と言う者あり〕  

〇議長（松浦満雄君）  異議なしと認めます。 

    よって、ただいま議題となっております議案１４件については、特別委員会を設

置し、これに付託して審査することに決定しました。  

    お諮りします。ただいま設置されました特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第５条第２項及び第６条第１項の規定によって、議長を除く全員を指名

したいと思います。これにご異議ありませんか。  

             〔「異議なし」と言う者あり〕  
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〇議長（松浦満雄君） 異議なしと認めます。 

    よって、特別委員会の委員は議長を除く全員を選任することに決定しました。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎散会の宣告  

〇議長（松浦満雄君）  これで本日の日程は全部終了しました。  

    次の会議は９月４日午前１０時からこの場で開きます。  

    本日はこれで散会します。  

（午前１１時５３分）  

 


